
区内に住所を有する18歳未満の医療的ケア児と重症心身障害児

（18歳に達する日以降の最初の３月31日まで申請可）

医療的ケア児と重症心身障害児の保護者様へ

医療的ケア児等介護等支援助成事業医療的ケア児等介護等支援助成事業

豊島区子ども若者応援基金を活用して、医療的ケア児と重症心身障害児の保護者の方の
負担を軽減をすることを目的に、介護等に係る費用の助成を行います。

対象児童

助成額 対象経費を実際に支払った額（一人あたり上限５万円）

見守りカメラ、服を着たまま洗髪できるポータブル洗髪デバイス、口腔ケアグッズ、ミキ
サーブレンダー、バギー用のレインカバー、 電動ファン付きマット（SOYOマットなど）、吸引器
や吸入器の予備、人工呼吸器の結露対策カバー、においの漏れない袋（導尿用等）、医療的ケア
に係る消耗品 補装具や日常生活用具の利用者負担額 など

介護タクシー代、付き添い入院時の費用、障害福祉サービスに係る費用、在宅レスパイト事業に
係る費用、対象児童の医師の診断書（意見書）に係る診断書料 など

・障害に起因するものでない経費
（例）一般的な食料品や生活用品、通常の文房具、家賃等の住宅費 など

・令和８年３月３１日までに支払い済みの経費

物品例

その他

×助成対象とならないもの

としま子ども若者応援基金とは・・・
令和３年７月、「子どもたちのために役立ててほしい」等のお声とともに、いただいた寄附金を積み立てる

ために創設されました。いただいた寄附金によって、困難を抱えた子ども・若者や子育て家庭への支援事業を
実施しています。

申請期限 令和９年３月３１日（必着）

対象経費
・対象児童の介護等に係る経費

・令和８年４月１日から令和９年３月３１日までに支払った経費

ホームページURL https://www.city.toshima.lg.jp//503/kenko/shogai/shogaijishien/2601291627.html
ページID：55404 

経費が助成対象となるかご不明な場合は、
障害福祉課 児童・障害児支援グループに御相談ください。

https://www.city.toshima.lg.jp/503/kenko/shogai/shogaijishien/2601291627.html


申 請 方 法

助成申請

助成を希望する経費の助成申請をお願いいたします。
※申請は、令和８年度分の支払いを一括して（複数の経費がある場合、
まとめて）申請をお願いいたします。一括での申請が難しい場合は
ご相談ください。

原則として、支払い前に助成申請を行っていただきますが、既に支払い済みの経費
であっても、経費の内容と支払日（令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで）が
証明できる書面（領収書など）があれば申請は可能です。

☆助成申請は電子申請が便利です☆
電子申請フォームURL https://logoform.jp/form/gXWR/1482348

【提出書類】

決定通知
区が申請内容を審査して決定をしたら、次の書類を送付します。
○医療的ケア児等介護等支援助成 決定通知書
○医療的ケア児等介護等支援助成金請求書兼口座振替依頼書

1 医療的ケア児等介護等支援助成申請書

全員

2

申請する経費の内容や概算金額の確認ができる書類（カタログ等）
※経費の内容がカタログ等がなくても明らかな場合は添付不要です（タク
シー代金など）

3

対象者要件の確認ができる医師の診断書又は指示書

以下の方は提出が免除されます

【重症心身障害児(下記いずれかに該当する方)】
□愛の手帳１．２度と身体障害者手帳１．２級（自ら歩くことができない程度の肢体不
自由）のどちらもを有する方

□前年度以降に障害福祉課児童・障害児支援グループへ重症心身障害児であることを証
明する医師診断書（意見書）等を提出している方

【医療的ケア児(下記いずれかに該当する方)】
□現に豊島区重症心身障害児(者)等在宅レスパイト・就労等支援事業利用登録決定を受
けている方

□前年度以降に、障害福祉課児童・障害児支援グループへ医療的ケア児であることを証
明する医師診断書（意見書）・指示書・医療的ケアの判定スコア(医師用)等を提出し
ている方

対象者
のみ

助成金振込
助成金請求書兼口座振替依頼書に記載された口座へ、支払額（上限５万円）が
振り込まれます。（振込までに２か月程度のお時間をいただくことがあります）

請求

次の書類を揃えて、助成費用の請求をお願いいたします。
○医療的ケア児等介護等支援助成金請求書兼口座振替依頼書

※支払い口座は申請者と同一名義の口座をご指定ください。

○通帳の写しなど振込先が分かる書類
○支払いの経費内容と金額が分かる書類等（領収書等）
○申請者（＝口座名義人）の公的な本人確認書類の写し

■お問い合わせ先
〒171-8422 豊島区南池袋2-45-1
豊島区障害福祉課 児童・障害児支援グループ
TEL：03-4566-2451

電子申請フォーム

https://logoform.jp/form/gXWR/1482348
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